
平

成

九

年

三

月

十

四

日

受

領 
答

弁

第

七

号 

     

衆
議
院
議
員
桝
屋
敬
悟
君
提
出
国
民
年
金
の
第
三
号
特
例
届
出
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
四
〇
第
七
号 

平
成
九
年
三
月
十
四
日 

衆

議

院

議

長 
伊 

 

宗 

一 

郎 

殿 

 

内
閣
総
理
大
臣 

橋 

本 

龍 

太 

郎 

 

一 

 



 

一
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

第
三
号
特
例
届
の
対
象
と
な
る
者
で
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
の
総
数
の
把
握
は
困
難
で
あ
る
が
、
社
会
保
険
庁
に
お

い
て
管
理
し
て
い
る
被
保
険
者
本
人
及
び
そ
の
配
偶
者
の
記
録
に
基
づ
き
、
こ
れ
ま
で
に
第
三
号
被
保
険
者
に
係
る
届
出
を

行
っ
た
者
の
う
ち
第
三
号
特
例
届
が
未
届
け
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
本
年
一
月
時
点
に
お
い
て
約

二
十
二
万
三
千
人
で
あ
る
。 

平
成
七
年
度
末
現
在
に
お
け
る
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
被
保
険
者
（
以
下
「
第
三
号
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
の
数
は
、
男
性
が
四
万
千
三
十
八
人
、
女
性
が
千
二
百
十
五
万
九 

 
 

千
五
百
三
十
七
人
で
あ
り
、
合
計
で
千
二
百
二
十
万
五
百
七
十
五
人
で
あ
る
。 

平
成
七
年
四
月
か
ら
本
年
一
月
末
ま
で
に
各
都
道
府
県
の
社
会
保
険
事
務
所
に
お
い
て
受
理
さ
れ
た
国
民
年
金
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
平
成
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規 

 
 

定
に
よ
る
届
出
（
以
下
「
第
三
号
特
例
届
」
と
い
う
。
）
の
件
数
は
、
約
九
十
一
万
五
千
件
で
あ
る
。 

衆
議
院
議
員
桝
屋
敬
悟
君
提
出
国
民
年
金
の
第
三
号
特
例
届
出
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

四
及
び
五
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

今
回
の
第
三
号
特
例
届
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
必
要
と
な
っ
た
第
三
号
被

保
険
者
に
係
る
届
出
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
て
い
な
い
者
が
対
象
と
な
る
が
、
届
出
を
行
わ
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
被
扶

養
配
偶
者
で
あ
る
か
否
か
を
あ
ら
か
じ
め
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
未
届
者
を
把
握
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。 

第
三
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
収
入
に
よ
り
生
計
を
維

持
す
る
配
偶
者
（
以
下
「
被
扶
養
配
偶
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
第
三
号
特
例
届
の
受 

 
 

理
に
当
た
っ
て
は
、
第
三
号
被
保
険
者
制
度
が
実
施
さ
れ
た
昭
和
六
十
一
年
四
月
以
降
の
期
間
に
つ
い
て
こ
れ
を
認
定
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
被
扶
養
配
偶
者
で
あ
る
か
否
か
は
同
法
第
十
二
条
及
び
第
百
五
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
届
出
に

よ
っ
て
認
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

第
三
号
特
例
届
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
庁
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
お
い
て
ポ
ス
タ
ー
、
雑
誌
広
告
等
に
よ

り
繰
り
返
し
広
報
し
、
周
知
を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て
管
理
し
て
い
る
被
保
険
者
本 

四 

 



 

六
に
つ
い
て 

第
三
号
特
例
届
に
つ
い
て
規
定
し
た
平
成
六
年
改
正
法
附
則
第
十
条
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
に
実
施
さ
れ
た
第
三
号
被

保
険
者
制
度
に
お
い
て
第
三
号
被
保
険
者
に
係
る
届
出
が
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
国
民
年
金
法

附
則
第
七
条
の
三
の
特
例
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
期
限
の
延
長
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
第
三
号
特
例

届
の
実
施
期
間
に
お
い
て
は
、
四
及
び
五
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
な
、
広
報
及
び
個
別
の
届
出
の
勧
奨
を
実
施
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
、
そ
の
期
限
で
あ
る
本
年
三
月
末
へ
向
け
て
更
に
周
知
を
図
る
べ
く
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

人
及
び
そ
の
配
偶
者
の
記
録
に
基
づ
き
、
こ
れ
ま
で
に
第
三
号
被
保
険
者
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
者
の
う
ち
第
三
号
特
例
届

の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
平
成
七
年
度
に
個
別
に
届
出
の
勧
奨
を
実
施
し
、
さ
ら
に

本
年
二
月
に
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
約
二
十
二
万
三
千
人
に
対
し
て
同
様
の
届
出
の
勧
奨
を
重
ね
て
実
施
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。 第

三
号
特
例
届
の
実
施
期
限
で
あ
る
本
年
度
末
ま
で
の
間
、
引
き
続
き
広
報
に
努
め
る
と
と
も
に
、
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
の
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

な
お
、
年
金
制
度
の
適
正
で
安
定
的
な
運
営
の
た
め
、
第
三
号
被
保
険
者
制
度
及
び
第
三
号
被
保
険
者
に
係
る
届
出
の
適 

五 

 



 

 

六 

正
な
実
施
に
つ
い
て
よ
り
一
層
の
周
知
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 


